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	背景
	1. 発注者の反復不履行を理由とした請負人の解除権は、第8.9条において「いかなる理由によっても」（for any reason）解除通知を発しなかった場合に生じる
	2. 一方で、請負人の反復不履行を理由とした発注者の解除権は、第8.4条において「特定の不履行が終了した結果であるか否かを問わず」（whether as a result of the ending of any specified default or otherwise）解除通知を発しなかった場合に生じる
	3. すなわち、仮に請負人において解除権が成立する前に、以前に通知された不履行を是正していた場合であっても、第8.4条によると、不履行が反復されたときには、発注者は追加の不履行通知を発することなく契約解除できることを明示的に定めている
	4. 第8.4条と第8.9条との類似性は、各条項で用いられている異なる文言に同一の意味を与えることを要請するに足りる
	5. その結果、請負人についても、たとえ前回の支払遅延に関する解除権が成立していなかった場合であっても、追加の不履行通知を要することなく、支払遅延の反復を理由に契約を解除することができる

	最高裁判所の判断
	1. 発注者と請負人の解除権が必ずしも対称的であるべき理由はなく、両者の契約上の義務は本質的に異なること
	2. 本件条項は明らかに非対称的であり、不履行是正期間や解除手続を開始させる不履行の内容が異なっていること
	3. 第8.4条と第8.9条は異なる文言を用いており、建設分野の専門家及び弁護士による慎重な検討の結果としてこの非対称性が設計されている以上、同一の意味を持つと解するのは不自然であること
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